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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年12月13日(2012.12.13)

【公表番号】特表2012-510151(P2012-510151A)
【公表日】平成24年4月26日(2012.4.26)
【年通号数】公開・登録公報2012-017
【出願番号】特願2011-536963(P2011-536963)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/46     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/44     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  21/205   　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/46    　　　　
   Ｃ２３Ｃ  16/44    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月22日(2012.10.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原則的に、中空の石英ピースからなるエピタキシャル反応器（ｅｐｉｔａｘｉａｌ　ｒ
ｅａｃｔｏｒ）の反応室（ｒｅａｃｔｉｏｎ　ｃｈａｍｂｅｒ）において、前記中空の石
英ピースは、円柱型、角柱型、錐体型、あるいはピラミッド型の石英ピースの部分（１；
１１）と、前記石英ピースの部分（１；１１）の中の軸が通る穴（２；１２）とを備え、
前記石英ピースの部分（１；１１）は、三方向のうち二方向に準じて、反応沈着ゾーン（
３；１３）を定め、前記軸が通る穴（２；１２）の中に、熱せられる少なくとも一つのサ
セプター（４；１４）を収容し、前記反応室は、前記サセプター（４；１４）によって放
射される、１０００ｎｍと１００００ｎｍの間、好ましくは、１５００ｎｍと３０００ｎ
ｍの間の波長を持つ赤外線放射を反射し返すように適合された反射層（５；１５）を備え
ることを特徴とし、前記反射層（５；１５）は、石英に基づく物質から作られており、前
記石英ピースの部分（１；１１）、及び／または、前記反応室の石英の構成要素に塗布さ
れ、
　前記反射層（５；１５）が、前記石英ピースの部分（１；１１）を完全に被覆すること
を特徴とする、エピタキシャル反応器の反応室。
【請求項２】
　前記反射層（５；１５）が、前記石英ピースの部分（１；１１）の内側、及び／または
、外側に位置する、請求項１に記載の反応室。
【請求項３】
　前記反射層が、ガラス化した（ｖｉｔｒｉｆｉｅｄ）石英の層に、部分的に、または、
完全に被覆されている請求項１又は２に記載の反応室。
【請求項４】
　前記石英ピースの部分（１）に、前記サセプター（４）によって放射される赤外線放射
を反射し返すように適合された、他の反射層（６）を備え、前記他の反射層（６）は、金
に基づく物質から出来ていることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の反
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応室。
【請求項５】
　前記反射層（５、６）が、前記石英ピースの部分（１）の別個の領域を被覆しているこ
とを特徴とする、請求項４に記載の反応室。
【請求項６】
　前記石英ピースの部分（１；１１）が、透明な石英（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｑｕａ
ｒｔｓ）から作られていることを特徴とする、請求項１乃至５のいずれか一項に記載の反
応室。
【請求項７】
　前記中空の石英ピースの端部にフランジ（ｆｌａｎｇｅ）（７；１７）を備え、前記フ
ランジ（７；１７）は、不透明な石英（ｏｐａｑｕｅ　ｑｕａｒｔｓ）から作られている
ことを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか一項に記載の反応室。
【請求項８】
　少なくとも一つのガスフロー（ｇａｓ　ｆｌｏｗ）、あるいは液流（ｌｉｑｕｉｄ　ｆ
ｌｏｗ）によって冷却されるよう適合されていることを特徴とする、請求項１乃至７のい
ずれか一項に記載の反応室。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の反応室を備えることを特徴とする、エピタキシ
ャル反応器。
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